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  告　　　　　示  

山形県告示第31号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとされる場

合を含む。）の規定により、指定医療機関から次のとおり変更した旨の届出があった。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　(1) 届出をした指定医療機関の名称及び所在地

　　　　天童温泉矢吹クリニック

　　　　天童市鍬ノ町一丁目２番10号

　　(2) 届出の内容

平成24年１月13日（金）

第2308号

 

毎 週 火・金 曜 日 発 行



山　　形　　県　　公　　報 第2308号平成24年１月13日（金曜日）

22

２　(1) 届出をした指定医療機関の名称及び所在地

　　　　調剤薬局ツルハドラッグ天童店

　　　　天童市鍬ノ町二丁目２番38号

　　(2) 届出の内容

３　(1) 届出をした指定医療機関の名称及び所在地

　　　　ヤマザワ調剤薬局　天童鍬の町店

　　　　天童市鍬ノ町一丁目２番18号

　　(2) 届出の内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第32号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規定により、指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定し

た。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第33号

　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者を次のとお

り指定した。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

変更年月日

指定医療機関の所在地

変　　更　　後変　　更　　前

平成23.11.14天童市鍬ノ町一丁目２番10号
天童市鍬ノ町土地区画整理事業18番街

区１号、２号

変更年月日

指定医療機関の所在地

変　　更　　後変　　更　　前

平成23.11.14天童市鍬ノ町二丁目２番38号天童市大字貫津字鍬ノ町2569番地１

変更年月日

指定医療機関の所在地

変　　更　　後変　　更　　前

平成23.11.14天童市鍬ノ町一丁目２番18号天童市大字貫津2568番地

指定年月日サービスの種類事業所の名称及び所在地
指定居宅介護支援事業者の

名称　　　　　　　　　　

平成23.12.28居 宅 介 護 支 援
居宅介護支援事業所河井の里

長井市河井883番地
株式会社河井の里
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山形県告示第34号

　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が患畜又は疑似患畜となったことを

発見したことについて次のとおり届出があった。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第35号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、山口・田麦野土地改良区の次の役員が退任し

た旨の届出があった。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

発 生 年 月 日発 生 場 所頭 数
患畜、疑似

患 畜 の 別
家畜の種類

家畜伝染病

の　種　類

平成23.12.27西置賜郡飯豊町大字小白川2161１患　畜牛ヨ ー ネ 病

指定年月日
障害福祉サービス

の種類
事業所の名称及び所在地

指定障害福祉サービス事業者の

名称及び主たる事務所の所在地

平成23.12.26同 行 援 護

酒田市社会福祉協議会　指定居宅介

護事業所

酒田市新橋二丁目１番地の19

社会福祉法人酒田市社会福祉協

議会

酒田市新橋二丁目１番地の19

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

天童市大字道満165－１伊 藤 定 夫理 事

同　　大字山口671伊 藤 栄 作同

同　　大字田麦野901後　 藤　 　 　 茂同

同　　大字道満250小 川 芳 徳同

同　　大字山口2843阿 部 富 男同

同　　　　　　2171大 山 敦 郎同

同　　　　　　334松 田 辰 夫同

同　　大字田麦野459－３森 谷 新 一同

同　　大字山口657松　 田　 　 　 誠同

同　　　　　　4520－２新 関 正 人同

同　　　　　　2347－４伊 藤 誠 一同

同　　大字田麦野740東 海 林　 孝　 雄同
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山形県告示第36号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、山口・田麦野土地改良区の役員に次の者が就

任した旨の届出があった。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

同　　大字川原子2860－３海　 鉾　 儀 一 郎同

同　　大字山口4052－７瀧 口 徳 雄同

同　　　　　　2130大　 山　 　 　 茂監 事

同　　　　　　187松 田 豊 晴同

同　　大字田麦野938村　 山　 千 代 美同

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

天童市大字道満165－１伊 藤 定 夫理 事

同　　大字山口671伊 藤 栄 作同

同　　大字田麦野901後　 藤　 　 　 茂同

同　　　　　　　938村　 山　 千 代 美同

同　　大字山口2833松 田 和 男同

同　　　　　　2171大 山 敦 郎同

同　　　　　　700伊 藤 正 弘同

同　　大字道満257滝　 口　 　 　 努同

同　　大字山口2347－４伊 藤 誠 一同

同　　　　　　4520－２新 関 正 人同

同　　　　　　359松　 田　 理 兵 衛同

同　　大字田麦野740東 海 林　 孝　 雄同

同　　大字川原子2860－３海　 鉾　 儀 一 郎同

同　　大字山口4042瀧 口 重 蔵同

同　　　　　　2130大　 山　 　 　 茂監 事
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山形県告示第37号

　県営土地改良事業の施行に伴う工事を次のとおり完了した。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第38号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第１項の規定により、土地改良事業計画の変更を次のとおり認可し

た。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　土地改良事業を行う者の名称

　　庄内赤川土地改良区（土地改良事業計画（維持管理））

２　認可年月日

　　平成23年12月28日

３　その他

　　この認可の取消しの訴えは、山形県を被告として（訴訟において山形県を代表する者は、山形県知事とな

る。）、認可のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第39号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、鶴岡市長から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった｡

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施する地域

　　鶴岡市羽黒町　他（羽黒・櫛引地域）

２　公共測量を実施する期間

　　平成23年12月14日から平成24年３月26日まで

３　作業の種類

　　公共測量（集落排水計画図作成）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第40号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、鶴岡市長から次のとお

り公共測量を終了した旨の通知があった｡

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施した地域

　　鶴岡市下川　他（西郷地域）

２　公共測量を実施した期間

　　平成23年３月31日から同年11月30日まで

同　　　　　　48村　 山　 　 　 剛同

同　　大字道満48片 桐 完 一同

工 事 完 了 年 月 日地　　　　　区　　　　　名事　　　　　　　業　　　　　　　名

平成23. 4.25鶴 岡 中 央 地 区地 域 水 田 農 業 再 編 緊 急 整 備 事 業
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３　作業の種類

　　公共測量（公共下水道計画図作成）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第41号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、砂防事業者山形県知

事から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった｡

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施した地域

　　村山市楯岡笛田地域

２　公共測量を実施した期間

　　平成23年９月20日から同年12月15日まで

３　作業の種類

　　公共測量（砂防堰堤計画図作成）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第42号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　施行者の名称

　　村山市

２　都市計画事業の種類及び名称

　(1) 種　類　　村山都市計画下水道事業

　(2) 名　称　　村山公共下水道（最上川流域下水道（村山処理区）村山市流域関連公共下水道）

３　変更の内容

　　設計の概要の変更

４　事業施行期間

　　昭和53年３月20日から平成28年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第43号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　
指定の区域土砂災害警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり小田山沢

土石流別紙図面のとおり太平沢１

土石流別紙図面のとおりダイ沢

土石流別紙図面のとおり太平沢２

土石流別紙図面のとおり太平沢３

土石流別紙図面のとおり太平沢４



山　　形　　県　　公　　報 第2308号平成24年１月13日（金曜日）

27

　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び最上総合支庁建設部河川砂防課並びに舟形町役

場において縦覧に供する。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第44号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

土石流別紙図面のとおり万木沢

土石流別紙図面のとおり矢ノ沢

土石流別紙図面のとおり熊ノ沢

土石流別紙図面のとおり実栗屋沢

土石流別紙図面のとおり湯の入沢

土石流別紙図面のとおり東谷の沢

土石流別紙図面のとおり赤根沢

土石流別紙図面のとおり平鹿沢

土石流別紙図面のとおりヨナゴ沢

土石流別紙図面のとおり松橋沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり西堀２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり西堀３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり長沢

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　
指定の区域土砂災害警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり伝坊巻沢

土石流別紙図面のとおりウラノ沢

土石流別紙図面のとおり中立沢

土石流別紙図面のとおり水神沢

土石流別紙図面のとおりウバタキ沢

土石流別紙図面のとおり八敷代１
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土石流別紙図面のとおり釜渕１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり釜渕２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり釜渕３－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり釜渕９

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり平岡１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり平岡２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり平岡３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中の股１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中の股２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり塩根川

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり塩根川２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり赤倉１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり赤倉２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり赤倉４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり赤倉５

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮町１－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮町１－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮町２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮町３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮町４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり八敷代１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり八敷代３－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり八敷代３－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり釜渕６－１
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　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び最上総合支庁建設部河川砂防課並びに真室川町

役場において縦覧に供する。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第45号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び最上総合支庁建設部河川砂防課並びに大蔵村役

場において縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第46号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり釜渕６－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり釜渕７

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　
指定の区域土砂災害警戒区域の名称

地すべり別紙図面のとおり豊牧－１

地すべり別紙図面のとおり豊牧－２

地すべり別紙図面のとおり豊牧－３

地すべり別紙図面のとおり豊牧－10

地すべり別紙図面のとおり豊牧－12

地すべり別紙図面のとおり豊牧－13

地すべり別紙図面のとおり豊牧－14

地すべり別紙図面のとおり豊牧－15

地すべり別紙図面のとおり豊牧－19

地すべり別紙図面のとおり豊牧－20

地すべり別紙図面のとおり豊牧－21

地すべり別紙図面のとおり豊牧－22
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　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び最上総合支庁建設部河川砂防課並びに戸沢村役

場において縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第47号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」という。）

第８条第１項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　
指定の区域土砂災害警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり田代不動沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり綱取２－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり綱取２－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり綱取１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり長倉２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり長倉１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり明戸

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり明戸２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり元屋敷－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり元屋敷－２

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　

指定の区域及び法第８条

第２項に規定する政令で

定める事項　　　　　　

土砂災害特別警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり太平沢１

土石流別紙図面のとおりダイ沢

土石流別紙図面のとおり太平沢２

土石流別紙図面のとおり太平沢３

土石流別紙図面のとおり太平沢４

土石流別紙図面のとおり熊ノ沢

土石流別紙図面のとおり実栗屋沢
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　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び最上総合支庁建設部河川砂防課並びに舟形町役

場において縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第48号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」という。）

第８条第１項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

土石流別紙図面のとおり東谷の沢

土石流別紙図面のとおりヨナゴ沢

土石流別紙図面のとおり松橋沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり西堀２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり西堀３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり長沢

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　

指定の区域及び法第８条

第２項に規定する政令で

定める事項　　　　　　

土砂災害特別警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり伝坊巻沢

土石流別紙図面のとおりウバタキ沢

土石流別紙図面のとおり八敷代１

土石流別紙図面のとおり釜渕１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり釜渕２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり釜渕３－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり釜渕９

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり平岡１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり平岡２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり平岡３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中の股１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり中の股２
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　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び最上総合支庁建設部河川砂防課並びに真室川町

役場において縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第49号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」という。）

第８条第１項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり塩根川

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり塩根川２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり赤倉１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり赤倉２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり赤倉４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり赤倉５

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮町１－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮町１－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮町２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮町３

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり宮町４

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり八敷代１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり八敷代３－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり八敷代３－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり釜渕６－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり釜渕６－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり釜渕７

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　

指定の区域及び法第８条

第２項に規定する政令で

定める事項　　　　　　

土砂災害特別警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり田代不動沢
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　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び最上総合支庁建設部河川砂防課並びに戸沢村役

場において縦覧に供する。

  公　　　　　告  

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、県有地の売買について、一般競争入札を次の

とおり行う。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　入札の場所及び日時並びに入札に付する物件及び予定価格

２　入札参加者の資格

　　次に掲げる要件を全て満たす者であること。

　(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者に該当しないこと。

　(2) 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当し、その事実があった後３年を経過しない者で

ないこと。

　(3) 自己又は自社の役員等（法人の役員又は役員以外の者で支店若しくは営業所を代表する者をいう。）が次の

いずれにも該当しないこと。

　　イ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団

員（以下「暴力団員」という。）

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり綱取２－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり綱取２－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり綱取１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり長倉２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり長倉１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり明戸

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり明戸２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり元屋敷－１

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり元屋敷－２

予定価格入 札 に 付 す る 物 件日　　　　　時場　　　　　　　所

2,110,000円
山形市東原町一丁目117番２

宅地　91.81平方メートル

平成24年２月16日（木）

午前10時

山形市鉄砲町二丁目19番

68号

村山総合支庁本庁舎６階

603会議室

3,810,000円
村山市大字名取字脇ノ田1005番３

宅地　373.80平方メートル

平成24年２月16日（木）

午後１時30分

村山市楯岡笛田四丁目５

番１号

村山総合支庁北庁舎２階

204会議室
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　　ロ　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力

団員を利用している者

　　ハ　暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又

は運営に協力し、又は関与している者

　　ニ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

　(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。

３　契約条項を示す場所

　　総務部管財課

４　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金　入札見積価格の100分の５以上の額

　(2) 契約保証金　契約金額の100分の10以上の額

５　入札の無効

　　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

６　その他

　(1) 説明会の場所及び日時

　(2) 郵便による入札は、認めない。

　(3) 入札、入札条件及び契約に関する詳細については、総務部管財課（電話023(630)2066）に問い合わせるこ

と。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成24年１月13日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　申請のあった年月日

　　平成23年12月22日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名称

　　　特定非営利活動法人　鶴岡市体育協会

　(2) 代表者の氏名

　　　稲泉　眞彦

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　鶴岡市小真木原町２番１号

　(4) 定款に記載された目的

　　　この法人は、鶴岡市民を中心に広く周辺地域住民を対象として、体育・スポーツの振興に関する情報収集・

提供事業、選手・スポーツ指導者の育成及び派遣、研修事業、体育・スポーツ施設の管理・運営事業、スポー

ツ功労者等の顕彰事業を行うことにより、健全な精神の涵養を図ると共に、青少年から高齢者まで健康で健や

かな人生を送れる社会の実現に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　　　　　時場　　　　　　　所入 札 に 付 す る 物 件

平成24年１月26日（木）

午前10時

山形市鉄砲町二丁目19番68号

村山総合支庁本庁舎６階603会議室

山形市東原町一丁目117番２

宅地　91.81平方メートル

平成24年１月26日（木）

午後１時30分

村山市楯岡笛田四丁目５番１号

村山総合支庁北庁舎２階204会議室

村山市大字名取字脇ノ田1005番３

宅地　373.80平方メートル
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　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定に基づき平成23年10月から平成23年11月までに実施し

た平成22年度会計対象財政的援助団体等の監査の結果に関する報告について、同条第９項の規定により次のとおり

公表する。

　　平成24年１月13日

山形県監査委員　　舩　　　山　　　現　　　人

山形県監査委員　　広　　　谷　　　五郎左エ門

山形県監査委員　　小　　　山　　　壽　　　夫

山形県監査委員　　加　　　藤　　　　　　　香

１　公立大学法人　山形県立米沢女子短期大学

　　監査実施年月日　　平成23年11月30日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況  

　　イ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

２　公立大学法人　山形県立保健医療大学

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況  

　　イ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　県が設立する公立大学法人に対し、

その業務の財源に充てるために必要な

運営費を交付する。

369,842,400円722,277,000円山形県公立大学法人運営費

交付金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　地方独立行政法人法に基づき、大学を設置し、及び管理す

ることにより、幅広い教養と豊かな知識と技術を持ち、専門

職としての理念に基づき行動できる人材を育成するととも

に、地域に開かれた大学として保健医療に関する教育、研究

の成果を地域に還元し、もって県民の健康及び福祉の向上に

寄与する。

基本財産の現在額

2,797,400,000円

県の出資割合 　　100％

2,797,400,000円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　地方独立行政法人法に基づき、短期大学を設置し、及び

管理することにより、豊かな教養に裏付けられた専門的な

知識と技能を身に付け、着実に社会を支える女性の人材を

育成するとともに、地域に根ざした短期大学として真理の

探究と知の創造に努め、もって地域ひいては社会全体の持

続的発展に寄与する。

基本財産の現在額

666,800,000円

県の出資割合 　　100％

666,800,000円
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

３　地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構

　　監査実施年月日　　平成23年11月30日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況  

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

４　財団法人　山形県企業振興公社

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　　ウ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　県が設立する公立大学法人に対し、

その業務の財源に充てるために必要な

運営費を交付する。

595,729,880円831,741,633円山形県公立大学法人運営費

交付金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　地方独立行政法人法に基づき、医療の提供、医療に関す

る調査及び研究等を行うことにより、庄内地域等の医療政

策として求められる高度専門医療を提供し、及び当該地域

における医療水準の向上を図り、もって住民の健康の維持

及び増進に寄与する。

基本財産の現在額

8,745,712,678円

県の出資割合　　44.7％

3,909,639,307円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　企業経営の革新及び経営基盤の強化並びに企業活動の活

性化を図るため、創業の支援、資金の貸付、設備の貸与、

下請取引の斡旋、情報提供等を行い、もって本県産業の振

興発展に資する。

基本財産の現在額

593,110,000円

県の出資割合　　77.2％

 458,080,000円

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　産業創造支援センターの施

設等の維持管理及び運営に関

する業務

平成20年４月１日

～

平成23年３月31日

13,458,900円山形県産業創造支援セン

ター

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　公社の運営経費に対し補助する。87,402,279円115,794,118円山形県企業振興公社運営費

補助金
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

５　山形県信用保証協会

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況  

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

６　社団法人　山形県観光物産協会

　　監査実施年月日　　平成23年11月30日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

７　公益財団法人　やまがた農業支援センター

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　地域の産業資源を有効に活用して県

内産業の自立的発展を促進する事業環

境を整備する事業に対し補助する。

47,689,625円62,128,864円山形県新規創業・新分野進

出支援体制整備事業費等補

助金

　自動車関連産業に関する県内企業の

取引拡大等及び航空機関連産業に関す

る県内企業の参入等を図るための事業

に対し補助する。

13,416,023円14,732,833円山形県自動車関連産業集積

促進等事業費補助金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　中小企業者等に対する金融の円滑化を図るため、信用保

証を行い、もって県内中小企業者等の経営安定と振興発展

に寄与する。

基本財産の現在額

19,713,660,797円

県の出資割合　　29.4％

5,787,754,000円

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　県の観光と物産事業の振興、国際観

光の振興及び観光施設の整備運営を図

る経費に対し補助する。

73,492,852円122,421,183円山形県観光物産協会補助金

　県の観光物産の宣伝、韓国との経

済・文化交流の促進等を図る経費に対

し補助する。

9,583,000円9,583,000円山形県ソウル事務所運営活

動費補助金

　県内に映画ロケーション撮影の誘致

を促進し、本県経済の活性化、観光誘

客等を図るため、県内ロケを支援する

事業に要する経費に対し補助する。

20,180,000円20,180,000円山形県映画ロケ誘致促進事

業費補助金
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　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　借入金の損失補償をしているものの出納その他の事務の執行状況

　　ウ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

８　財団法人　山形県林業公社

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況 

　　イ　借入金の損失補償をしているものの出納その他の事務の執行状況

借　入　金　の　使　途保　証　期　間借　入　金　残　高借　入　金　名

　農用地の買入、借入及び農

業用機械の借入等

平成16年３月31日

～

平成32年３月31日

531,357,733円農地保有合理化事業資金

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　農地保有合理化事業の実施に要する

経費に対し補助する。

110,488,808円152,258,279円山形県農地保有合理化事業

費補助金

　畜産の振興を図るための草地開発事

業に対し補助する。

150,803,000円253,981,000円山形県草地開発事業費補助

金

　担い手経営支援等のため、財団法人

やまがた農業支援センターが実施する

事業に対し補助する。

41,709,618円44,646,594円財団法人やまがた農業支援

センター活動強化事業費補

助金

　県農産物の評価向上及び消費者ニー

ズに対応した産品の生産を促進するた

め、認証業務に対し補助する。

11,236,000円11,747,190円安全安心エコ農産物認証支

援事業費補助金

　やまがた農商工連携ファンド事業の

運営業務等に当たる職員設置に係る経

費に対し補助する。

4,859,894円4,859,894円やまがた農商工連携ファン

ド運営事業費補助金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　農業及び農村における担い手の育成と確保、農業経営安

定向上、農業生産基盤の維持向上、農業技術の開発及び普

及、山形県農産物に対する消費者の信頼確保、農産物の生

産振興並びに集落機能の維持向上を図り、もって本県農業

及び農村の持続的な発展に資する。

基本財産の現在額

2,515,033,642円

県の出資割合　　50.4％

1,267,895,800円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　森林資源の造成整備を図るとともに、森林、林業に関す

る普及啓蒙等を行うことにより水源かん養を図り、国土の

保全を期するとともに林業生産の向上を促進し、もって住

民生活の安定と農山村経済の振興に寄与する。

基本財産の現在額

10,000,000円

県の出資割合　　 100％

10,000,000円
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

９　山形県土地開発公社

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　借入金の保証をしているものの出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

10　山形県道路公社

　　監査実施年月日　　平成23年11月30日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況 

借　入　金　の　使　途保　証　期　間借　入　金　残　高借　入　金　名

　分収林事業用資金49年～55年4,387,879,000円林業基盤整備資金

　分収林事業用資金及び既往

資金の借換資金

24年～30年1,602,292,000円森林整備活性化資金

　既往資金の借換資金７年～35年2,816,591,591円分収林機能高度化資金

　既往資金の借換資金38年2,450,382,411円借換資金

　施業転換資金25年512,185,509円経営安定資金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

 　公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うこと

により、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与す

る。

基本財産の現在額

30,000,000円

県の出資割合　　 100％

30,000,000円

借　入　金　の　使　途保　証　期　間借　入　金　残　高借　入　金　名

　平成20年度事業資金平成20年４月１日

～

平成25年３月31日

57,413,235円公有地取得等資金

　平成22年度事業資金平成22年４月１日

～

平成27年３月31日

879,251円公有地取得等資金
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　　イ　借入金の保証をしているものの出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

11　学校法人　東北公益文科大学

　　監査実施年月日　　平成23年１1月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況 

　　イ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

12　山形空港ビル株式会社

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　山形県の区域及びその周辺の地域において、その通行又

は利用について料金を徴収することができる道路の新設、

改築、維持、修繕、その他の管理を総合的かつ効率的に行

うこと等により、この地域の地方的な幹線道路の整備を促

進して交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産

業経済の発展に寄与する。

基本財産の現在額

816,000,000円

県の出資割合　　 100％

816,000,000円

借　入　金　の　使　途保　証　期　間借　入　金　残　高借　入　金　名

　山形駅西口駐車場の建設費平成10年３月26日

～

平成32年３月20日

515,596,162円山形駅西口駐車場建設資

金

　有料道路営業資金（短期借

入金）

平成23年３月31日

～

平成23年４月１日

2,115,000,000円山形県道路公社営業資金

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　派遣職員の人件費に対し補助する。11,649,738円11,649,738円東北公益文科大学運営費補

助金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　公益の視点から、豊かな教養と専門性を身につけ、地域

や国際社会の課題に挑戦する公益人を育成し、社会の一員

として、市民との知的交流を積極的に展開し、共に、地域

課題の解決や教育・文化の向上をめざしていく。

基本財産の現在額

600,000,000円

県の出資割合　　55.0％

330,000,000円
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

13　公益財団法人　山形県総合社会福祉基金

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

14　社会福祉法人　山形県社会福祉事業団

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　　ウ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　空港ビル及びこれに付帯する施設の賃借並びに航空旅

客、航空貨物及び航空事業者に対する役務の提供等を行

う。

基本財産の現在額

480,000,000円

県の出資割合　　32.0％

153,600,000円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　民間社会福祉事業の振興について必要な支援を行い、

もって県民福祉の増進に寄与する。

基本財産の現在額

1,097,614,284円

県の出資割合　　50.7％

555,987,449円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地

域社会において営むことができるよう支援することを目的

として、各種社会福祉施設等の管理運営を行う。

基本財産の現在額

10,000,000円

県の出資割合　　 100％

10,000,000円

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　梓園の施設等の維持管理及

び運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成23年３月31日

101,804,413円山形県立梓園

　鶴峰園の施設等の維持管理

及び運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成23年３月31日

76,675,000円山形県立鶴峰園

　ワークショップ明星園の施

設等の維持管理及び運営に関

する業務

平成18年４月１日

～

平成23年３月31日

61,898,000円山形県立ワークショップ

明星園
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

15　財団法人　山形県生活衛生営業指導センター

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況 

　　イ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　ア　注意事項

　　　　決算報告書に社会保険料ほか小額の雑収入の転記漏れがあるなどの誤りがあり、決算処理が適正でないも

のがある。

16　財団法人　山形県産業技術振興機構

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　　イ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　事業団の運営経費に対し補助する。364,395,246円561,087,726円山形県社会福祉事業団運営

費補助金

　スプリンクラー整備に要する経費に

対し補助する。

41,996,000円75,808,950円山形県社会福祉施設整備費

補助金

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　生活衛生関係営業の健全な経営の育

成指導に関する事業に対し補助する。

13,084,350円13,528,212円山形県生活衛生営業指導助

成費補助金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　生活衛生関係営業の経営の健全化及び振興を通してその

衛生水準の維持向上を図り、併せて利用者又は消費者の利

益の擁護を図る。

基本財産の現在額

5,000,000円

県の出資割合　　40.0％

2,000,000円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　県内産業の自立的発展を推進するため、産学官連携の促

進、研究開発プロジェクトの推進、知的財産活用の推進、

高度技術者の養成、工業材料の試験分析・評価等により、

県内企業の技術開発力・付加価値生産性の向上及び県内産

業を牽引する新技術・新産業の創出に寄与する。

基本財産の現在額

2,691,479,024円

県の出資割合　　71.2％

1,916,404,924円
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

17　財団法人　山形大学産業研究所

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

18　財団法人　山形県国際交流協会

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況 

　　イ　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　　ウ　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　機構の運営経費に対し補助する。66,710,200円72,437,885円山形県産業技術振興機構運

営費補助金

　県内における有機エレクトロニクス

関連産業の集積を図るため、産学官連

携有機エレクトロニクス事業化推進セ

ンターの設置準備、運営及び研究活動

に対し補助する。

245,081,373円255,295,882円産学官連携有機エレクトロ

ニクス事業化推進センター

運営費補助金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　産学官の緊密な連携の下に、県内における工業技術に関

する研究・振興を図り、もって地域社会の科学技術・産業

の向上発展に寄与する。

基本財産の現在額

99,030,000円

県の出資割合　　26.8％

26,500,000円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　県民の国際交流意識の啓発や民間国際交流活動の振興を

図るとともに、在住外国人の支援・地域文化の向上に寄与

する。

基本財産の現在額

399,420,834円

県の出資割合　　73.8％

294,824,000円

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　国際交流センターの施設及

び設備の維持管理に関する業

務、運営に関する業務

平成21年４月１日

～

平成24年３月31日

14,512,000円山形県国際交流センター
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

19　財団法人　山形県水産振興協会

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況  

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

20　山形県住宅供給公社

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

21　財団法人　山形県埋蔵文化財センター

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況  

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　海外諸国との経済、文化、教育等の

交流及び協力並びに海外移住の援護等

の事業に対し補助する。

9,666,000円22,391,902円山形県国際交流協会事業費

補助金

　山形県と中国との経済交流、技術・

学術・文化交流など多面的な交流連携

を展開するための活動拠点の設置にか

かる経費に対し補助する。

1,544,000円　　1,544,000円山形県中国活動拠点運営活

動費補助金

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　本県の栽培漁業及び内水面漁業における「つくり育て

て、とる漁業」を推進するため、重要魚介類の種苗を生産

し供給する。

基本財産の現在額

199,000,000円

県の出資割合　　54.0％

107,500,000円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積立分譲等の方

法により居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅

地を供給し、もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に

寄与する。

基本財産の現在額

26,000,000円

県の出資割合　　50.0％

13,000,000円
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

22　山形鉄道株式会社

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　出資している法人の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

23　株式会社　ステージアンサンブル

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

24　特定非営利活動法人　みらい子育てネット山形

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　県内における遺跡等埋蔵文化財の調査研究を行い、県民

の文化財に関する理解を深めるとともに、文化財保護と地

域開発の調和を図り、もって県民の文化生活の向上と地域

文化の振興に寄与する。

基本財産の現在額

50,000,000円

県の出資割合　　 100％

50,000,000円

団　　　体　　　の　　　目　　　的基本財産の状況県の出資額

　旧国鉄長井線（赤湯～荒砥間）を第三セクターにより代

替輸送を行う。

基本財産の現在額

478,450,000円

県の出資割合　　31.4％

150,000,000円

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　山形県県民会館の管理及び

運営に関する業務

平成21年４月１日

～

平成24年３月31日

70,193,000円山形県県民会館

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　山形県こども館の管理及び

運営に関する業務

平成21年４月１日

～

平成24年３月31日

13,940,000円山形県こども館
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

25　社会福祉法人　山形県身体障害者福祉協会

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山 壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

26　山形県中小企業団体中央会

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

27　景観環境経済研究会

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　ふれあいの家の施設等の維

持管理及び運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成23年３月31日

12,385,000円山形県立ふれあいの家

　点字図書館の施設等の維持

管理及び運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成23年３月31日

29,234,000円山形県立点字図書館

　東紅苑の施設等の維持管理

及び運営に関する業務

平成18年４月１日

～

平成23年３月31日

32,961,380円山形県身体障がい者保養

所東紅苑

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　産業科学館の施設及び設備

の維持管理並びに運営に関す

る業務

平成21年４月１日

～

平成24年３月31日

71,701,000円山形県産業科学館

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　山形県ふるさと交流広場の

管理及び運営に関する業務

平成21年４月１日

～

平成24年３月31日

1,350,000円山形県ふるさと交流広場
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28　庄内海浜美化ボランティア・酒田みなとまちづくり市民会議共同企業体

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

29　クリーンサービス株式会社

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

30　株式会社　東北ダイケン

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人・加藤　　香

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

31　株式会社　西王不動産

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　舩山　現人 ・　加藤　香

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　山形県酒田海洋センターの

管理及び運営に関する業務

平成21年４月１日

～

平成24年３月31日

1,985,000円山形県酒田海洋センター

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　酒田北港緑地の管理及び運

営に関する業務

平成21年４月１日

～

平成24年３月31日

1,566,000円酒田北港緑地

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　酒田北港緑地展望台の管理

及び運営に関する業務

平成21年４月１日

～

平成24年３月31日

4,950,000円酒田北港緑地展望台
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

32　株式会社　セーフティー山形

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

33　社団法人　庄内森林保全協会

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行状況

　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

34　庄内交通株式会社

　　監査実施年月日　　平成23年11月21日

　　担当監査委員　　広谷　五郎左エ門・小山　壽夫

　(1) 監査事項

　　ア　交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　眺海の森の施設全体の維持

管理及び運営に関する業務

平成21年４月１日

～

平成25年３月31日

18,856,000円山形県眺海の森

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　山形県営駐車場の管理運営

に関する業務

平成21年４月１日

～

平成24年３月31日

36,200,000円山形県営駐車場

業　務　の　内　容指　定　期　間22年度管理経費等管　理　施　設　名

　山形県県営住宅及び山形県

すまい情報センターの管理業

務

平成21年４月１日

～

平成24年３月31日

322,636,398円山形県県営住宅及び山形

県すまい情報センター

補　　助　　の　　目　　的補 助 金 額補助対象事業費補　助　金　の　名　称

　生活交通路線として必要なバス路線

のうち広域的・幹線的なバス路線の運

行を維持するための経費及び生活交通

路線の運行に供する車両購入費に対し

補助する。

38,344,000円673,352,000円山形県バス運行対策費補助

金
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　(2) 監査の結果

　　　総体として適正に処理されていると認められる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、平成23年５月20日に公表した包括外部監

査の結果に基づき講じた措置について、平成23年12月９日付けで山形県知事から通知があった。

　　平成24年１月13日

山形県監査委員　　舩　　　山　　　現　　　人

山形県監査委員　　広　　　谷　　　五郎左エ門

山形県監査委員　　小　　　山　　　壽　　　夫

山形県監査委員　　加　　　藤　　　　　　　香

正　　　　　誤

　　措 置 の 内 容　　監　　　査　　　結　　　果
外 部 監 査

実施機関名
所管課

　平成23年９月29日開催の第３回

理事会において、規程の改正を

行った。

＜退職給付債務の認識について＞

　事業団は経理規程における退職給与

引当金の計上規定を確定的な表現に見

直すべきである。

社会福祉法人

山形県社会福祉

事業団

健康福祉部

障がい福祉課

　県と関係団体の財務を連結させ

て決算状況を明らかにする連結財

務諸表に計上した。

＜退職給付債務の認識について＞

　事業団（または県）は、計算書類

（または決算書等）に退職給与引当金

を計上すべきである。

社会福祉法人

山形県社会福祉

事業団

健康福祉部

障がい福祉課
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